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○オンライン申請（ｅ-Ｇｏｖ電子申請） 

 緊急通行車両等確認申出手続（緊急通行車両、緊急輸送車両、規制除外車両）は、

「ｅ-Ｇｏｖ」から電子申請を行うことができます。 

 各申請書類（１部）を添付し、申請を行ってください。申請受付後に審査を実施し

ます。 

 ※申請に不備がある場合、当該不備の内容を示した補正通知がｅ-Ｇｏｖマイペー 

 ジに届きますので、通知に従い、補正を行ってください。 

 ※証明書、標章の交付は、申請先警察署の窓口で行いますので、申請内容を出力し 

 たものを持参してください。申請内容等が分からない場合は身分確認をさせてい 

 ただく場合があります。 

  

  ｅ-Ｇｏｖ電子申請サイトはこちら→→「ｅ-Ｇｏｖ」（外部サイトへリンク） 

 

 ｅ-Ｇｏｖとは？ 

 各省庁が所管する様々な行政手続について、インターネットを利用してオンラ

インで行えるようにするものです。 

 ※ｅ-Ｇｏｖを利用するには、事前にｅ-Ｇｏｖ電子申請アプリケーションのイ

  ンストール、ｅ-Ｇｏｖアカウントの登録が必要です。 
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